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“学生納付特例申請”を忘れていませんか？“学生納付特例申請”を忘れていませんか？ 年
金

学生納付特例制度とは
　国内に居住する20歳から60歳までのすべて
の方は、国民年金に加入して、保険料を納付
する義務があります。　　　
　学生納付特例制度は、所得のない学生が申
請することにより、保険料の納付が猶予され
る制度です。

◆平成23年度の申請書提出期限
　平成23年４月から平成24年３月分までの保
険料の納付が猶予される申請書の提出期限
は、5月１日（火）です。

◆申請に必要なもの
　被保険者の認印、在学証明書もしくは学生
証（有効期限の記載があるもの）、年金手帳（お
持ちの方）

◆提出先
　市民課または福井年金事務所
◆平成24年度からの申請について
　平成23年度の納付が猶予されている学生
で、引き続き平成24年度も在学予定の方には、
日本年金機構から猶予更新の申請ハガキが郵
送されます。必要事項をご記入の上、投函し
てください。
　新たに申請を希望する学生は、市民課で手
続きしてください。

３月中に20歳になる方へ
　日本年金機構から通知が届きましたら、早
めの手続きをお願いします。

問　市民課（市役所1階）（☎88‐8102）
　　福井年金事務所　国民年金課

（☎0776‐23‐4516）

　

2
月
12
日
に
鹿
谷
町
雪
ま
つ
り
を

開
催
し
、
鹿
谷
公
民
館
で
は
特
産
品

の
販
売
、
鹿
谷
小
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、
雪

像
コ
ン
テ
ス
ト
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
の
大
会
は
25
周
年
記
念
と
い
う
こ

と
で
、
実
行
委
員
会
で
は
、
昨
年
の
雪
ま

つ
り
終
了
直
後
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
企
画
を

練
っ
て
き
ま
し
た
。
雪
像
コ
ン
テ
ス
ト
の

テ
ー
マ
を「
こ
の
25
年
間
の
出
来
事
」と
し
、

参
加
チ
ー
ム
に
は
担
当
す
る
年
を
割
り
振

り
ま
し
た
。
平
成
15
年
の
え
ち
ぜ
ん
鉄
道

開
業
を
題
材
に
し
た
勝
山
駅
と
電
車
や
、

恐
竜
エ
キ
ス

ポ
を
題
材
に

し
た
レ
イ
ン

ボ
ー
サ
ウ
ル

ス
の
雪
像
が

造
ら
れ
、
勝

山
で
あ
っ
た

大
き
な
出
来

事
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ

ま
し
た
。

　

雪
ま
つ
り
は
、代
々
「
絆
」
を
テ
ー
マ
に
、

町
民
の
熱
い
想
い
で
皆
が
力
を
合
わ
せ
続

け
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
25
周
年
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

会
場
ま
で
の
道
沿
い
に
雪
だ
る
ま
を

作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
町
民
の
方
々
、
参
加

者
が
雪
像
を
短
時
間
で
作
る
た
め
に
、
苦

労
を
惜
し
ま
ず
に
雪
の
塊
を
作
っ
て
く
だ

さ
っ
た
地
元
の
業
者
の
方
々
、
特
産
物
の

販
売
な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
方
々
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
雪
ま
つ
り
は
、
町
民
一
人
ひ
と
り

の
絆
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
祭
り
を
企

画
す
る
方
、
そ
の
企
画
を
カ
タ
チ
に
す
る

方
、
そ
れ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
会
場
に
足

を
運
ぶ
方
。
ど
の
方
に
も
共
通
し
て
言
え

る
こ
と
は
、
皆
さ
ん
が
満
面
の
笑
み
で
雪

ま
つ
り
の
楽
し
い
時
を
過
ご
さ
れ
て
い
た

姿
で
す
。
最
高
に
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
で
し

た
。

　

今
年
の
雪
ま
つ
り
が
終
わ
っ
た
ば
か
り

で
す
が
、
も
う
す
で
に
次
回
の
企
画
が
進

ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
末
長
く
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　
　
（
鹿
谷
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

山
内　

文
寛
）

問　

未
来
創
造
課
（
市
役
所
2
階
）

 

（
☎
88
‐
１
１
１
５
）

にに
鹿
谷
鹿
谷
鹿
谷
鹿
谷
鹿
谷
町町

第
25
回
鹿
谷
町
雪
ま
つ
り

寅さんよ永遠に！
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ふ
る
さ
と
納
税 

な
ど　

54
件 
約
６
1
０
万
円
の
寄
附

た
く
さ
ん
の
応
援
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

昨
年
４
月
か
ら
今
年
２
月
ま
で

に
、
全
国
各
地
か
ら
「
ふ
る
さ
と

納
税
」
な
ど
に
よ
る
寄
附
が
54
件

あ
り
、
そ
の
総
額
は
６
０
９
万
８

０
０
０
円
で
し
た
。
な
お
、
寄
附

を
い
た
だ
い
た
方
々
は
、
左
記
の

と
お
り
で
す
。

　

皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
寄
附

金
は
、
新
体
育
館
の
建
設
や
白
山

平
泉
寺
整
備
、
恐
竜
・
ジ
オ
パ
ー

ク
関
連
、
エ
コ
環
境
都
市
を
目
指

し
た
事
業
、
子
育
て
・
高
齢
者
福

祉
関
連
な
ど
、
勝
山
市
の
幅
広
い

分
野
で
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
勝
山
市
に
対
し

て
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
に
よ
る
温

か
な
応
援
を
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

問　

未
来
創
造
課（
市
役
所
２
階
）

（
☎
88
‐
１
１
１
５
）

（寄附受付順）

ご　芳　名 金　額（円） 住　所
株式会社　タニコーテック様 200,000 福井県
山 岸 幸 江 様 100,000 東京都
山内様（姓のみ記載） 20,000 東京都
山 内 陽 子 様 200,000 福井県
近 藤 義 親 様 50,000 大阪府
山 口 正 孝 様 400,000 愛知県
油 谷 和 子 様 10,000 福井県
金 森 茂 治 様 100,000 群馬県
佐 野 幸 男 様 50,000 東京都
国 村 　 守 様 30,000 石川県
西 野  隆 様 300,000 石川県
細 野 　 治 様 1,000,000 群馬県
高 井 征 夫 様 50,000 奈良県
勝山市体育協会様 100,000 福井県
宇 野 文 男 様 50,000 福井県
※県の共同窓口を通じた寄附を含みます
※お名前の公表を承諾された方のみ掲載しています

　

１
月
下
旬
の
大
雪
に
よ
り
、
市

街
地
の
積
雪
深
が
１
１
０
㎝
を
超

え
た
た
め
、
１
月
27
日
、
市
は
昨

年
に
引
き
続
き
雪
害
対
策
室
を
設

置
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
市
街
地
の
積
雪
深
が

85
㎝
と
な
り
、
ま
た
今
後
の
雪
害

の
心
配
も
な
く
な
っ
た
と
し
て
、

２
月
24
日
に
同
対
策
室
を
廃
止
し

ま
し
た
。

　

同
対
策
室
で
は
、
道
路
除
排
雪

体
制
の
強
化
に
加
え
、
日
頃
か
ら

管
理
さ
れ
て
い
な
い
不
在
家
屋
や

市
街
地
の
雪
下
ろ
し
状
況
調
査
、

第
３
者
に
危
害
を
お
よ
ぼ
す
恐
れ

が
あ
る
不
在
家
屋
の
雪
下
ろ
し
、

流
雪
溝
の
雪
詰
ま
り
対
応
な
ど
、

市
民
生
活
の
安
全
確
保
に
努
め
ま

し
た
。

　

地
元
の
学
生
や
児
童
に
よ
る
除

雪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
高
齢
者
の

家
の
玄
関
か
ら
道
路
ま
で
の
通
路

（
避
難
路
）
確
保
な
ど
を
行
い
ま

し
た
。

　

今
冬
か
ら
、「
地
域
支
え
あ
い

体
制
づ
く
り
事
業
」
に
よ
り
除
雪

機
を
購
入
し
た
地
区
で
は
、
自
主

防
災
組
織
が
中
心
と
な
っ
て
、
自

力
で
の
除
雪
が
困
難
な
高
齢
者
世

帯
や
障
害
者
世
帯
の
家
の
周
辺
な

ど
の
除
雪
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

被
害
状
況
（
２
月
29
日
現
在
）

人
的
被
害

　

死　
　

者　

２
名

　

負 

傷 

者　

９
名

家
屋
等
被
害

　

半　
　

壊　

１
棟

　

一
部
破
損　

８
棟

農
業
関
係
被
害

　

施
設
（
ハ
ウ
ス
）
被
害　

１
棟

※
公
共
施
設
関
係
の
被
害
な
し

問　

総
務
課
（
市
役
所
２
階
）

（
☎
88
‐
１
１
１
６
）

今冬の雪事情
～市雪害対策室の報告～

市役所・出先機関の市役所・出先機関の
業務時間が変わります業務時間が変わります
　４月２日（月）から市役所本庁および
出先機関の業務時間が、次のとおり変更
します。

【市役所・出先機関の業務時間】
　午前８時30分～午後５時30分
　　　　　　　↓４月から
　午前８時30分～午後５時15分

※市民課および税務課の窓口業務につい
て、４月27日（金）まではこれまでど
おり午後５時30分まで行います

問　総務課（市役所２階）
（☎88‐1113）


